
高 石 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 18号  

高 石 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例

施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

高 石 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程

（ 令 和 ７ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（給水方式） （給水方式） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

(１ )～ (３) （略） (１ )～ (３) （略） 

 (４ ) 併用方式  １の敷地内で直結直圧

式と直結 増圧式又 は直結直 圧式と貯 水

槽式を併用する方式 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（給水装置工事の申込み） （給水装置工事の申込み） 

第５条 （略）  第５条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

３  条例第 10条第２項の規定により、企業

長が必要と認めるときは、第１項の申込

みの際、利害関係人の同意書、工事申込

者の誓約書、建築確認の通知書の写し又

は建築確認済証明書の提出を求めること

ができる。 

３  条例第 10条第２項の規定により、企業

長が必要と認めるときは、第１項の申込

みの際、次に掲げる利害関係人の同意書

等の提出を求めることができる。 

 (１ ) 他人の給水装置から分岐して給水

装置を設 置すると きは、そ の給水装 置

の所有者の同意書 

 (２ ) 他人の所有地を通過して給水装置

を設置す るときは 、その土 地所有者 の

同意書 

 (３ ) その他特別の理由があるときは、

利害関係 人の同意 書又は申 込者の誓 約

書 



４  工事申込者は、給水装置工事が次の各

号のいずれかに該当するときは、あらか

じめ企業長と協議しなければならない。 

４  工事申込者は、工事が次の各号のいず

れかに該当するときは、あらかじめ企業

長と協議しなければならない。 

(１ ) ３階建て以上の建物で直結直圧式

により給水するとき。 

 

(２ ) （略） (１ ) （略） 

(３ ) 貯水槽式により給水するとき。  

(４ ) （略） 

 

(２ ) （略） 

 

（設計審査及び工事検査） （設計審査及び工事検査） 

第７条  条例第 11条第２項の規定により、

企業長は、給水装置工事の適正な施行を

確保するため、第５条第１項の申込書及

び同条第３項の規定により提出された書

類に基づき、設置しようとする給水装置

の構造、材質、工法等が基準に適合して

いることを確認する設計審査を行う。 

第７条  条例第 11条第２項の規定により、

企業長は、給水装置工事の適正な施行を

確保するため、第５条第１項の申込書及

び同条第３項の規定により提出された書

類に基づき、設置しようとする給水装置

の構造、材質、工法等が基準に適合して

いることを確認する設計審査を行う。た

だし、あらかじめ企業長の承認を得た工

事については、工事の一部を先行して施

行することができる。 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

 

（給水装置工事の変更及び取消し） （給水装置工事等の変更又は取消し） 

第８条 （略）  第８条 （略）  

２  工事申込者が次の各号のいずれかに該

当するときは、給水装置工事を取り消し

たものとみなす。ただし、企業長が特別

の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

２  工事申込者が第５条の申込みをした日

から 30日以内に条例第 16条第１項の規定

による工事費の概算額を前納しないとき

は、工事申込みを取り消したものとみな

す。 

(１ ) 加入金又は手数料をそれぞれの納

期限までに納付しないとき。 

 

(２ ) 条例第 10条第１項に規定する給水

装置工事 の承認を 受けた日 から６月 を

経過して も当該給 水装置工 事を施行 せ

ず、かつ 、前項の 規定によ る届出を 行

わないとき。 

 

(３ ) 企業長が給水装置工事を施行する

場合で、 条例第 16条第１項 に規定す る

工事費の 概算額を 納期限ま でに納付 し

ないとき。 

 

３  前２項に規定する給水装置工事の変更

又は取消しにより生じた損害は、工事申

 

 



込者の負担とする。 

 

（給水装置の構造） （給水装置の構造） 

第９条 （略）  第９条 （略）  

２  給水装置には、止水栓ます、メーター

ますその他の附属用具を備えなければな

らない。 

 

３  前２項に規定するもののほか、給水装

置の構造に関し必要な事項は、企業長が

別に定める。 

 

２  前項に規定するもののほか、給水装置

の構造に関し必要な事項は、企業長が別

に定める。 

 

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第11条  （略） 第11条  （略） 

(１ ) 材料費は、使用材料の数量に毎年

時価を基 準として 企業長が 別に定め る

標準価格 を乗じる 。ただし 、特殊資 材

又は著し く時価に 変動があ るものに つ

いては、その都度時価を乗じる。 

(１ ) 材料費は、その工事に使用する材

料の数量 に企業長 が別に定 める材料 単

価の額を乗じる。 

(２ ) （略） (２ ) （略） 

(３ ) 労力費は、作業に要する労力の算

出歩数に職種別賃金を乗じる。 

(３ ) 労力費は、管類の継手作業、栓類

の取付作 業、掘削 作業その 他の作業 に

ついて、 それぞれ の作業に 要する労 力

の算出歩 数にその 作業に従 事する配 管

工等の賃 金の額を 乗じるこ ととし、 労

力の算出 歩数、配 管工等の 賃金の額 に

ついては 、企業長 が別に定 めるとこ ろ

による。 

(４ ) 道路復旧費は、道路管理者が定め

る復旧方 法に要す る費用と する。た だ

し、仮復 旧を必要 とする場 合につい て

は、その額を加算する。 

(４ ) 道路復旧費は、道路管理者の定め

るところ による。 ただし、 重要路線 そ

の 他 で 道 路 の 仮 復 旧 を 要 す る 場 合 に

は、企業 長が定め る道路掘 削仮復旧 費

を別に徴収する。 

(５ ) 間接経費は、前各号に掲げる費用

の合計額に100分の 10以内の率を乗じて

得た額と し、その 率及び算 出方法に つ

いては、企業長が別に定める。 

 

(５ ) 間接経費は、監督料、損料及び事

務費とし 、それぞ れ材料費 と労力費 の

合計額に100分の 10以内の率を乗じた額

とする。 ただし、 企業長が 必要と認 め

るときは 、その額 を減免す ることが で

きる。 

 

（メーターの設置） （メーターの設置） 

第12条  （略） 第12条  （略） 

(１ ) 専用給水装置又は共用給水装置ご (１ ) 給水栓まで直接給水するものにつ



とに１個とする。 いては、 専用給水 装置ごと に１個と す

る。ただ し、共用 給水装置 であって 企

業長が必 要と認め たものに ついては 、

建物１棟 につき又 は最も適 当と考え ら

れる集団の１単位ごとに１個とする。 

(２ ) 貯水槽を設けるものについては、

貯水槽ごとに１個とする。 

(２ ) 貯水槽を設けるものについては、

貯水槽ご とに１個 とする。 ただし、 使

用水量を 計量する ために必 要がある と

認める時 は、貯水 槽水道の 各戸の使 用

者ごとに１個とする。 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

２  メーターを設置する場所は、給水装置

を設置しようとする敷地内とし、次に掲

げる要件を満たすものとする。ただし、

これにより難いときは、その都度企業長

が定める。 

２  メーターを設置する場所は、使用者等

が不在であっても点検及び取替えに支障

がなく、乾燥して汚水が入りにくく、か

つ 、 損 傷 の お そ れ の な い 場 所 と す る こ

と。 

(１ ) 道路境界から１メートル以内の場

所であること。 

 

(２ ) 給水栓より低位置、かつ、乾燥し

た場所であること。 

 

(３ ) 点検及び取替作業が容易にできる

場所であること。 

 

(４ ) 衛生的で損傷、凍結のおそれがな

い場所であること。 

 

(５ )  水 平 に 設 置 で き る 場 所 で あ る こ

と。 

 

 

 

（給水装置の修繕の費用負担） （給水装置の修繕の費用負担） 

第 16条  条例第 23条第５項ただし書の企業

長が特に必要があると認めるときは、配

水管の分岐箇所からメーターまでの保管

者の故意又は過失によらない漏水、出水

不良又はメーター直結止水栓の機能低下

等に係る修繕とし、その取扱いについて

は別に定める。 

第 16条  条例第 23条第３項又は第４項の規

定により企業長が施行した給水装置の修

繕その他必要な処置に要した費用は、企

業長が別に定めるところにより算出し、

徴収する。 

２  企業長は、前項の修繕に係る原因が第

三者の故意又は過失によることが明らか

なときは、条例第 23条第５項ただし書の

規定にかかわらず、修繕に係る費用を原

因者に負担させるものとする。 

 

２  条例第 23条第３項又は第４項の規定に

より企業長が施行した修繕の完了後６月

以内に給水装置が損傷したときは、企業

長がこれを修繕し、その修繕に要した費

用は、企業団の負担とする。ただし、不

可抗力又は使用者の故意若しくは過失に

よる場合は、この限りでない。 

 



（加入金の算定方法） （加入金の算定方法） 

第23条  （略） 第23条  （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

(３ ) 宅地造成時に納付する加入金は、

造成実施 計画の事 前協議に より承認 し

た建築予 定数に係 る加入金 の合計額 と

し、宅地 造成の給 水装置工 事申込時 に

納付させることができる。 

 

２  （略） 

 

２  （略） 

 

（手数料の負担） （手数料の負担） 

第27条  （略）  第 27条  （略）  

２  （略） ２ （略） 

(１ ) 工事対象の給水管口径に係る手数

料の額とする。 

(１ ) 工事対象のメーター口径に係る手

数料の額とする。 

(２ ) 直結直圧式又は直結増圧式により

給水する 共同住宅 等で、各 戸の給水 装

置に企業 団のメー ターを設 置する場 合

は、各戸 のメータ ーの口径 ごとに算 定

した額の合計額とする。 

(２ ) 共同住宅等で、各戸の給水装置に

企業団の メーター を設置す る場合は 、

各戸のメ ーターの 口径ごと に算定し た

額の合計額とする。 

(３ ) 貯水槽式の共同住宅等により給水

する場合 は、当該 共同住宅 等に係る メ

ー タ ー の 口 径 に 係 る 手 数 料 の 額 と す

る。 

(３ ) 共同住宅等で各戸に企業団のメー

ターを設 置しない 場合は、 各戸の引 込

管の口径 をメータ ーの口径 とみなし て

算定した額の合計額とする。 

(４ ) （略） 

 

(４ ) （略） 

 

第 28条  （略） 第28条  （略） 

  

（水道施設の無償譲渡）  

第 28条の２  条例第 43条の２第１項の規定

により給水申込者の負担で新設、増設又

は改造を行った水道施設は、工事検査合

格後に企業団に無償で譲渡することがで

きるものとする。 

 

第 29条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第 29条  （略） 

 

（加入金等の納期限）  

第 29条の２  加入金等の納期限は、納入通

知書を発行した日の翌日から起算して 20

日目に当たる日（当該日が大阪広域水道

 

 



企業団会計規程（平成 23年大阪広域水道

企業団管理規程第 27号）第 21条第３項に

規定する日曜日等に該当する場合にあっ

ては、これらの日の翌日）とする。 

 

（貯水槽水道の設置） （貯水槽水道の設置） 

第 31条  次の各号のいずれかに該当すると

きは、貯水槽を設けなければならない。 

第 31条  一時に多量の水を使用する箇所そ

の他企業長が必要と認める場合において

は 、 貯 水 槽 水 道 を 設 け な け れ ば な ら な

い。 

(１ ) 病院、避難所等で災害時、事故等

による水 道の断減 水時にも 水の確保 が

必要なとき。 

 

(２ ) 一時に多量の水を使用するとき、

使用水量 の変動が 大きいと き等に、 配

水管の水 圧低下を 引き起こ すおそれ が

あるとき。 

 

(３ ) 配水管の水圧変動にかかわらず、

常時一定 の水量、 水圧を必 要とする と

き。 

 

(４ ) 有毒薬品を使用する工場等、逆流

によって 配水管の 水質を汚 染するお そ

れがあるとき。 

 

(５ ) その他企業長が直結直圧式又は直

結増圧式による給水を認めないとき。 

 

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


